
第 10 次笠岡市行政改革大綱（素案）に対する意見提出書

令和８年 月 日

■提出期限 令和８年３月１７日（火）〔当日消印有効〕

■御意見の提出方法

・電子メールによる提出 soumu@city.kasaoka.lg.jp

・ファクシミリによる提出 (0865)69-2190

・持参・郵送による書面提出 〒714-8601 笠岡市中央町 1-1

笠岡市総務部総務課 宛

■お問合せ先 笠岡市総務部総務課 (0865)69-2121

■提出された御意見については，意見の概要，笠岡市の考えなどをまとめ，笠岡市ホー

ムページなどでの公表を予定しています。その際には，御意見以外の情報（住所・氏

名等）は一切公表しません。また，個人情報についても今回のパブリックコメント手

続以外には使用しません。

なお，賛否だけの結論や趣旨が不明確な御意見には，笠岡市の考え方をお示しできな

い場合がありますので御了承ください。

■御意見記入欄が足りない場合は，別紙を添付してください。

住 所

（所在地）

氏 名

（代表者名）

電話番号

意見提出者の区分

※該当する区分に

○をつけてくだ

さい。

１．市内に住所を有する方

２．市内に事務所又は事業所を有する個人，法人及び団体

３．市内の事務所又は事業所に勤務する方

４．市内の学校に在学する方

５．本市に対して納税義務を有する個人及び法人

６．パブリックコメント手続に係る利害関係を有する個人，法人

及び団体

ご意見記入欄（必須） 別紙あり（別紙がある場合，○をしてください。）

■第 10 次笠岡市行政改革大綱（素案）の内容についての意見のみ御記入ください。

■第 10 次笠岡市行政改革大綱（素案）のどの部分に対する意見かを御記入ください。


